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昭和町役場 総務課編集

夏は、青少年が大自然の中でたくましい心とから

だを鍛える絶好の季節です。しかし、学校が夏休み

に入り生活が不規則となるため、事故や非行がおと

りやすい季節でもあります。つぎの具体的実践例を

参考にして心身ともに明るく健康で過せるようにつ

とめましょう O

。学校からの生活指導に関する連絡事項、行事等に

ついて家庭で話し合い、実行できるよう計画をた

てましょう。

o朝のラジオ体操には、家族そろって参加し地域の

人々とよい人間関係をっくりましょう O

o親子そろってスポーツを行い、体力づくりと親子

関係を深めましょう o

。歯正目・耳・鼻・咽喉など、夏休みを利用した治

療計画をたてましょう。

。テレビを見る機会が多くなるので、計画的に見る

よう家族で話し合いましょう o

。よい本を読み、親子で感想、を話し合いましょう O

。地域の行事や親子キ守ンプ等には積極的に参加し

ましょう O

o酒、煙草、シンナ}、接着剤等の乱用が青少年に

害を及ぼすことを話し合いましょう。

。青少年の射幸心をそそるようなゲームセンターへ

は行かないよう家族みんなで話し合いましょう O

O交通事故や非行の防止について話し合いましょう o

o休み中の計画をたて、実行できるようみんなで協

力し合いましょう。

11負専務議経年金註震の事也ιi
毛令福祉年金や障害福祉年金などを受けている方

のむ三う 1年間の年金支払額を、毎年 8月に決定す

ることになっていますO したがって 8月期分の福祉

年金を受けとりましたら、すぐに印鑑をもって国民

年金証書を役場福祉課へ提出してください。

この証書の提出がおくれると、 11月の支払に間

にあわないこともありますので注意しましょう。

なお、福祉年金のほか恩給や扶助料、厚生年金保

険などの年金を受けてる人は、その証書もいっしょ

に提出してください。

i:>r::等脱t:慨 l縮刷擁立=怜郎、j

労働省では、-本年 7月 31 日現在で常用労働者、1

"" 2 9人の事業所を対象に毎月勤労統計調査特別調

査を実施いたします。

この調査は、事業所における賃金、労働時間及び

雇用の動向を明らかにするもので、その結果は、こ 句

れらの事業所に働.く人達のための諸施策ーの基礎資料

にするなど大切な調査です。

8月中旬から調査の対象となる事業所には統計調

査員がお訪ね bますので、ご多忙のこととは存じま

すが調査の重要性をご理解くださいましてご協力く

，ださるようお願いします。

なお、調査しました個々の事実を税金関係など統

計以外の目的に使用:t"，~こと陪絶対ありません O
。調査対象地域 : ¥、J エ.っ，

、築地新居、 ー飯喰、河西、上河東、上河東 2区

0・ぐわしくは役場総務課へお問い合せえださい。

13ji治'費生活改善;髭役員:;'..]

通商産業省では、 ‘一般家庭において使われている

消費生活用e製品の安全性確保をより一層向上させる

ために、消費生活改善監視員の皆様に情報収集のご

協力をお願いしていますO 生活用製品の事故発生が

あった場合、消費生活改善監視員へご連絡ください0

4 本町の消費生活改善監視員はつぎの方です。(敬称略〉

樋口久美子 昭和町押越 729'-1電話 75-2341 

'，，"':::.下ふおきとめ名前Jを'.'戸''-

みんだだ推せんし多し弐;透'

みんなでふる~さとを見直し、，その良さを再認識す

ることに£っそ、誇りのもてるふるさとづくりを進

めるため「ふるさと自慢ジリーズ1事業を実施して

いますb

新しいもの、古いものを問わず県民の皆さんが自

慢できる名所を選定し、特色のあるふるさとの文化

を高めるとともに2県内外に広く紹介しますO

皆さんのご推せルをお待ちしています。

※所定の推せん用紙に必要事項を記入し、写真を可

能な範囲で添えて 8月 20日まで、に、役場総務課

む提出じてください。 手。(推せん用紙は役場総務課

に用意してありますo' ) 
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供物の収集場所は、

各区の衛生委員を通じ

て指定いたしますのぞ、

一般のゴミ収集場所に

は出せません。

なお、河川美化のた

め川には流さないでく

ださい。

※ゴミは指定日の午前

8時 30分までにお出

しください。

i::不¥見/本二段:;'，集-:.;'盟主:}
日 時 8月 5日(金)午前10時加分......，10時 25分

場所旧役場 前 ‘

※収集車がくるまでは飼主もいっしょにいて くださ

i:母子手帳交付i1;iがヂ'般鍵棲相談日;1

日時 8月6日(土〉、20日〈土〉、午前9時......11時30分

場所中央公民館

※母子手帳交付希望者は印鑑をお持ちください。ま

た、 一般健康相談は40歳以上の方を対象に行います。

実施H
場所

該当児

i .. J;/~歳;:_ 'S?ヶ月兜L.;~健 '康穏談 ~ I

8月25日〈木)受付時間午後 1時--..;2時

中央公民館

昭和 56年 12月 1日~昭和 57年 2月28

日までの出生児

診査内容 内科、歯科検診、身体測定、保健指導

携行品 母手手帳、 1歳 6ヶ月児健康質問票

※健康質問票の各項記入のうえ当日、受付へ提出し

てください。

i J.j5エ位向7jごみ土jj蜘保有者怖が|

互療会をご存知ですか?互療会は、術後の相談、

療養体験、器具の使用などについての経験の交流や

健康の回復、アフタ}ケアの向上のため同憂者、家

族、医療関係者の皆さんと努力してますo また、障

害年金の改正、身体障害者福祉法適用のための運動

もしております。 くわしいことは、 下記へお問い合せ

くださし、。

※連絡先東京都港区新橋 5-14-12 大幸ピル

互療会事務所電話 03-432-3514 
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実施日 受付時間 該 当 v目w 

8月10日(水)
瞬 間8年 4舟生まれ

午後1時30分 昭和58年.1月生まれ

8月11日(木〉 "'"'2時 昭和 57年 10月生まれ

携行品

日時

場所

携行品

日訴日57年 7月生まれ

母子手帳も食べものについての質問票

Ij安 ';'.'.謹;;7i王子縁どg::|

8月2日(火)、 9日(火)、午後 1時 30分~

中央公民館

母子手帳

|ξ釜無公園噂動場予公業意事設置三;:l

場所

中央

公民館

釜無公園運動場は、利用者が最近増え、公衆電話

設置の要望がありましたので、甲府電報電話局へお

願いしたところ、設置していただくことができまし

た。

場所は駐車場入口でもすでに 7月 1日から使用が

可能となっでいますので、ご利用ください。

l"，問教室舛糊:ください11
甲府電報電話局で与は、みなさまのビジネスに、ま

た日常生活に少しでもお役にたつよう、電話の上手

な使い方やエチケットなどをテーマとした「電話教

室」を無料で開催しています。

o会社、商屈の社員研修に

。新入社員の教育に

O各種団体の講習会に

※お問い合せ、お申し込み先

目

日

三』
A 

甲府電報電話局一自動運用課顧客係

電話 31 - 4320 

l ;~:: .l~.~:~:::;9 映写:機等J操作撲術講習会j
的 1 6ミリ映写機操作技術を修得し、視聴覚

教育機器の効果的な利用を通じて社会教育、

時

場

学校教育に寄与することを目的としていま

す。

昭和 58年 8月 19日(金〉、20日(土〉

午前8時 30分~午後 5時

玉穂村総合会館

(玉穂村下河東 電話 73-:-4694) 

募集人員約 50名

費用 1人 1，000円(テキスト代)

申し込 昭和町教育委員会に 8月 15日までに申し

み先 込んでください。


